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令和８年度児童虐待防止に係る広報啓発業務 企画提案募集要項 

 

１ 趣旨 

児童虐待の重篤化を防ぐためには、早期発見及び早期対応が重要であり、そのた

めには地域住民による適切な相談・通告の促進が不可欠である。 

このため、SNS等のデジタル媒体を活用した広報啓発により、児童虐待に関する

理解の促進及び相談・通告に向けた行動喚起を図る業務を実施する者を選定するた

め、公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。）を実施する。 

 

２ 業務実施者の要件 

プロポーザルに応募することができる者は、次の全てを満たす者であること。 

(1) 法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有

すること。 

(2) 業務の実施にあたり、兵庫県（以下、「委託者」という。）との打ち合わせ等に

適切に対応できること。 

(3) 次のいずれかに該当しないこと。 

ア 地方自治法令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定による一般競争入

札の参加の資格制限を受けている者 

イ 応募図書の受付期間において、県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を

受けている者 

ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている

者 

エ 県が賦課徴収する全ての県税、消費税又は地方消費税を滞納している者 

オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２項に規定する暴力団又は暴力団員の統制の下にある者 

 

３ 事業概要 

(1) 委託内容 

別添委託仕様書のとおり。 

(2) 委託期間 

契約締結日から令和９年３月31日まで 

(3) 事業費 

2,500,000円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

４ プロポーザルに係る手続 

(1) 応募期間 



２ 

令和８年６月１日（月）から令和８年６月12日（金）までの間（土・日・祝日

除く）の各日午前９時から午後５時まで 

(2) 提出方法 

応募図書は、持参若しくは郵送とすること。提出にあたっては、事前に電話等

により事務局に連絡したうえで、令和８年６月12日（金）午後５時までに事務局

に必着とする。 

(3) 提出部数 

正本１部、副本７部 

(4) 募集要項の内容に関する質問及び回答 

ア 受付期間 

令和８年６月１日（月）から令和８年６月５日（金）までの間（土・日・祝

日除く）の各日午前９時から午後５時まで 

イ  提出方法 

持参または電子メール（jidokatei@pref.hyogo.lg.jp）により事務局に提出

すること。 

※ 提出後、電話により到着を確認すること。 

ウ 質問に対する回答 

令和８年６月９日（火）までに全応募予定者に回答する。 

(5) 応募図書 

ア 応募申請書（様式第１号） 

イ  提案者概要（様式第２号） 

ウ  企画提案書（様式任意・Ａ４縦・片面印刷・４枚以内） 

エ  実施体制計画書（様式第３号） 

オ  経費積算見積書（様式第４号） 

カ その他提案内容を説明する書類（様式任意・Ａ４片面印刷） 

キ  添付資料 

(ｱ) 会社概要等提案者の概要を説明する書類 

(ｲ) 納税証明書（２種類：提出の日において発行から３か月以内のもの。副本

には写しを添付） 

① 消費税又は地方消費税に滞納のない証明国税所管：税務署（納税証明書

「その３の２」若しくは「その３の３」） 

② 兵庫県税に滞納のない証明地方税（都道府県）所管：兵庫県内県税事務

所（「納税証明書（３）」） 

※ 兵庫県税について、課税実績がない場合は誓約書（様式第５号） 

(6) 費用負担 

応募図書の作成及び提出に要する経費は、応募者の負担とする。 

(7) 応募図書の取扱い 

応募図書は、本審査のみに使用し、応募者には返却しない。 
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５ 審査 

(1) 審査方法 

ア 提出書類をもとに、事務局において事前審査を行い、これを通過した者のみ

企画提案審査委員会において内容を審査する。 

イ 企画提案審査委員会において、必要に応じて、応募者によるプレゼンテーシ

ョンを実施する。実施する場合は、事前審査を通過した団体に対して別途通知

する。 

企画提案審査委員会の実施予定は以下のとおり。 

(ｱ) 日時 

令和８年６月25日（木）午前 

(ｲ) 場所 

兵庫県庁周辺 

(ｳ) 実施方法 

① 出席者は３名以内とする。 

② 各応募者の持ち時間は25分（説明10分、質疑応答15分）とする。 

③ 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし、

追加の資料の配布は原則認めない。 

④ 原則対面（会場）による実施とするが、オンライン参加を希望する場合

は、応募図書提出時に予め申し出ること。 

Microsoft Teamsによる接続を基本とするが、接続上のトラブルにより

参加できない場合は、原則として考慮しない（会場にプロジェクター及び

スクリーン等は用意する）。 

(ｴ) 審査基準 

各評価項目については、提案内容の具体性、実現性及び効果を総合的に勘

案して評価する。 

評 価 項 目 評価の視点 配点 

基 本 事 項 
業務内容の理解度、実施方法の妥当性・実行可能性、費用対効

果（提案内容と経費のバランス）等 
10点 

企 画 構 成 

企画コンセプトの明確性・一貫性、ターゲット（こども・保護

者）への訴求力、広告期間・時間帯・手法の適切性、県民への

効果的な周知に向けた工夫 

15点 

実 施 体 制 
実施体制の妥当性、担当者の専門性、類似業務実績、関係機関

等との連携見込み 
10点 

広告運用・検証 
目標設定の妥当性、効果検証手法の具体性、改善（PDCA）の実

効性 
10点 

そ の 他 その他業務を遂行するにあたっての創意工夫等 ５点 

合 計 50点 

(ｵ) 必要に応じて、提案者に対して、個別に内容の確認や資料の追加提出の依

頼、ヒヤリング等を行う場合がある。 
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(2) 審査結果 

審査結果は、事務局から応募者全員に文書で通知する。なお、審査の経過につ

いての問い合わせには応じられない。 

(3) 失格 

直接又は間接に公平な審査に支障を来した場合、失格とすることがある。 

 

６ 業務内容等 

(1) 委託者は、業務を委託する者として選定された者（以下、「選定業務者」とい

う。）と提案業務の実施方法等その他の内容について、協議し、調整を行う。 

この協議・調整において、委託者と選定業務者双方で確認の上、提案業務の内

容を必要に応じて修正又は変更する場合がある。 

(2) 契約形態は、原則として精算契約とし、契約条項は後日示す。 

(3) 契約締結は、審査結果通知後すみやかに行うものとし、契約締結後は、委託契

約書及び委託仕様書に従って事業を実施する。 

(4) 選定業務者は、(1)の協議・調整をした業務の内容を記載した業務計画書及び

業務の実績を記載した実績報告書を委託者に提出すること。 

(5) 選定業務者が委託契約書に記載する条項に違反したときは、委託者は当該委託

契約の全部又は一部を解除し、委託料の支払いを停止し、又は選定業務者に対し

て支払った委託料の全部又は一部の返還を求めることができる。 

(6) 本業務の成果物等の著作権、所有権は、全て委託者に帰属するものとする。納

入される成果物に第三者が著作権、肖像権その他の権利を有する著作物が含まれ

る場合、選定業務者は、当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用承諾等に

関わる一切の手続きを行う。 

(7) 選定業務者は、実績報告書の記載内容が確認できる書類（会計関係帳簿、労働

関係帳簿、業務日誌等）を業務終了後５年間保存すること。 

 

７ 事務局 

兵庫県福祉部児童家庭課 児童福祉班 前川 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 １号館５階 

代表番号：078-341-7711（内線：73566） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：jidokatei@pref.hyogo.lg.jp 
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